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0昭和56年教育委員会告示第6号(金沢市立中

学校生徒通学区域)の一部改正について

教育委員会告示

⑨金沢市教育委員会告示第20号

2 

昭和56年教育委員会告示第5号(金沢市立小学校児童通学区域)の一部を次のように改正し、平成28年4月 1日か

ら効力を有するものとします。

平成27年12月24日

金沢市教育委員会委員長 田 遺 俊 治

表中

を
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尾張町 1丁目(1番10号'"'-'10番、 11番 7号'"'-'11番目号に限る。)、尾張町2丁目 (6番22号

'"'-'6番52号、 7番 7号'"'-'7番15号、 8番8号'"'-'13番 1号、 13番 7号'"'-'13番13号、 14番17号

'"'-' 14番23号、 16番 1号'"'-'16番10号、 16番84号'"'-'16番89号に限る。)、下新町、主計町、橋場

町、並木町、材木町、横山町、暁町、桜町、東山 1丁目(1番、 2番12号'"'-'2番16号、 5 

番 1号、 5番 2号、 5番11号'"'-'6番 2号、 6番 8号'"'-'6番11号、 15番 1号、 15番11号'"'-'16 

番 l号、 16番 9号'"'-'23番2号、 23番12号'"'-'23番20号、 31番 l号'"'-'31番13号、 33番'"'-'38番に

限る。)、末広町、常盤町、東御影町、観音町 3丁目、丸の内(1番'"'-'3番、 6番'"'-'8番に

限る。)、大手町(1番 1号、 1番 2号、 1番 9号'"'-'16番に限る。)、兼六元町、小将町、兼

六町(1番7号'"'-'2番に限る。)、東兼六町、扇町、天神町 1丁目、天神町 2丁目、田井町、

宝町 (7番17号'"'-'7番33号に限る。)

改め、同表杜の里小学校の項中 1(5番に限る。)J及び 1(1番'"'-'3番を除く。)Jを削る。

⑨金沢市教育委員会告示第21号

昭和56年教育委員会告示第6号(金沢市立中学校生徒通学区域)の一部を次のように改正し、平成28年4月 1日か

ら効力を有するものとします。

平成27年12月24日

金沢市教育委員会委員長 田 漫 t品
千失 治

表兼六中学校の項中 「材木町小学校通学町、味噌蔵町小学校通学町」を「兼六小学校通学町」に改める。
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